
たつみの森ドッグラン 利用方法 

 

１．利用登録手続き 

利用には事前に登録が必要です。専用フォームより利用登録手続きを行ってください。 

登録手続き時にいただいたお客様の情報に、不備がないかをスタッフが確認いたします。 

狂犬病予防注射済票の画像添付が必須となっております。番号等が読み取れない場合などは、情

報不備となり再度登録手続きを行っていただく場合がございます。 

下記を参考に、画像の添付をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 4年 6月 1日より「犬鑑札」の画像添付は不要となりました。 

 

２．専用フォームによる利用登録手続き後の手順について 

利用登録された各項目をスタッフが確認したのち、登録されたメールアドレスに「承認」又は

「否認」のご連絡をいたします。（ご連絡には２～３日要する場合もあります。） 

 

(１) 承認の場合 

   「登録完了」のメールが送信されますので、必ずご確認ください。 

“３．ご利用にあたって”により最終手続きを行ったのちに、ドッグランの利用が可能とな

ります。 

(２) 否認の場合 

   登録手続き時の入力情報に不備がある旨メールが送信されますので、必ずご確認ください。 

その際、不備があった箇所を明記しております。 

大変お手数ですが、再度、専用フォームから利用登録手続きをお願いいたします。 

 

狂犬病予防注射済票の見本 

狂犬病予防注射済「証」の添付による 

登録申請はお受けできません。 

当該年度の狂犬病予防注射済票の画像 

 

予防注射を接種すると、注射済票が交付されます。 

注射済票は、予防接種が済んでいる証です。愛犬に装着してください。 

狂犬病予防法により定められています。 

狂犬病予防注射済「証」の画像ではありません！！ 

 

予防注射を接種後、動物病院等で発行される紙の予防注射接種済証は、 

ドッグラン利用登録時にお使いいただけません。 

万が一添付された場合は、書類不備としてお戻しいたしますので、 

お手数ではございますが「狂犬病予防注射済票」を添付し、 

再度登録手続きをお願いいたします。 



３．ご利用にあたって 

(１) 「登録完了」メール内に記載されている“登録番号がわかる画面”（スクリーンショット・

プリントアウト可）をお持ちの上、辰巳の森海浜公園管理事務所へお越しください。 

   （管理事務所は、午前 9時～午後 4時 30分の間、年末年始を除き毎日営業しています） 

(２) 管理事務所の受付窓口にて登録番号をご提示ください。 

(３) 登録完了の証明となるリストバンドをお渡しいたします。 

ドッグラン利用時は、利用登録済みの証として必ずリストバンドを着用してください。 

リストバンドは、登録年度の年度末まで利用可能となりますので、大切に保管してください。 

※ 以前まで発行していた「フレンドカード」は廃止となります。 

※ リストバンドを万が一紛失してしまった場合は、管理事務所へお越しください。 

 

【リストバンド】 

４．利用年度の切り替えについて 

(１) 登録は毎年度必要となっております。 

   毎年 4月 1日以降は再度利用登録をお願いいたします。 

   狂犬病予防法施行規則第十一条では、狂犬病予防注射の接種期日は毎年 4 月 1日から 

6月 30日と定められています。 

   狂犬病予防注射の接種を終え、注射済票を受け取ってからドッグランの利用登録をおこなっ

てください。 

   ※令和 4年 4月 15 日登録の場合は、令和 5年 3月 31日まで利用可能です。 

   引き続き令和 5年度もご利用される場合は、令和 5年 4月 1日以降利用登録を行ってくだ

さい。 

   （令和 5年度の狂犬病予防注射済票が必要です。） 

(２) 毎年 4月 1日から 6 月 30日までは、前年度のリストバンドでドッグランの利用が可能で

す。 

   7月 1日以降は利用年度のリストバンド着用の方のみ利用が可能です。 

(３) リストバンドの着用により従来通り、しおさいドッグラン、つばさドッグランの利用も可能

です。 

【問 合 せ 先】 

  辰巳の森海浜公園管理事務所 

電 話 03-5569-8672 


